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１．上位計画・関連計画の整理の方法 
 
上位計画・関連計画の整理は、主に基本構想の政策と基本計画の施策の関連性整理に活用することを

目的とする。 
整理の方法は、次の２点とする。まず、奈良市総合計画に関する分野別計画の国、県、市との関連性

を体系的に把握するため、奈良市の各分野別計画に対応する県、国（省庁）、根拠法令の関係を体系表

として整理した。次に、次期総合計画策定にあたり各分野別計画の内容を把握するため、各分野別計画

の計画期間、位置づけ等を整理した。 
なお、分野の設定は、以下のとおりとした。 
 

＜分 野＞ 

○ 安心安全・防災・消防 

○ 文化・文化財 

○ 福 祉 

○ 健康・保健・食品衛生 

○ 環境・景観・交通・ごみ 

○ 観光・商工 

○ 都市計画・開発 

○ 教 育 

○ 人権・男女共同参画 

○ 財政・行財政 

（出典：奈良市役所ホームページ） 
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２．体系的な整理 
 

市としての最上位の計画が「総合計画」であり、その視点からは県は「やまと２１世紀ビジョン」、

国は「国土形成計画」である。また、総合計画に関する計画として市町村合併にともなう「新市建設計

画」がある。 

分野別には、国・県との関連性が比較的強い分野は、「福祉」、「環境・景観・交通・ごみ」、「都

市計画・開発」で、比較的弱い分野は、「観光・商工」、「教育」である。また、関連省庁、根拠法令

は、全分野にわたって関連性がみられる。 

主な分野別について、細分野の構成、関連する社会潮流、関連する法令等の視点から整理すると次の

とおりである。 

○ 安心安全・防災・消防 
本分野は「安心安全」「防災」の２つの細分野の計画で構成される。阪神・淡路大震災（平成

11 年）を教訓として防災に関する関心が高まり、消防法をはじめ、地震防災対策、防災街区、宅地

造成、土砂災害防止対策、都市河川浸水被害対策等について、その後の法令の施行、改正がみられ、

それに対応した計画の策定が行われている。 

○ 福 祉 
本分野の基本となる計画は「地域福祉計画」であり、次に子ども・高齢者・障がい者の対象者別

の構成となっている。少子化や高齢化の進行により、児童福祉法をはじめ、次世代育成支援、少子

化社会対策、高齢者、障害者等の移動等の円滑化、障害者自立支援等について、法令等の改正がみ

られ、それに対応した計画の策定が行われている。 

○ 健康・保健・食品衛生 
本分野は「健康」「保健」「食品衛生」の３つの細分野の計画で構成される。少子化や高齢化の

進行や健康志向に関する関心が高まり、国民健康保険をはじめ、年金、健康増進、食育、がん対策

等について、法令の施行、改正がみられ、それに対応した計画の策定が行われている。 

○ 環境・景観・交通・ごみ 
本分野は「環境」「景観」「交通」「ごみ」の４つの細分野で構成される。各細分野の基本とな

る計画は「環境基本計画」、「景観計画」、「交通安全計画」、「循環型社会形成推進地域計画」

である。地球環境問題の顕在化、自然環境や景観、交通安全、循環型社会への関心の高まりなどに

より、地球温暖化対策をはじめ、環境教育、都市緑地保全、景観、道路交通、循環型社会形成推進

等について、法令の施行、改正がみられ、それに対応した計画の策定が行われている。 

○ 観光・商工 
本分野は「観光」・「商工等」の２つの細分野で構成される。グローバル化、体験・交流志向、

自然環境の関心の高まり、中心市街地の衰退、地産地消志向などにより、観光立国推進をはじめ、

市街地の整備改善及び商業の活性化、知的財産、商標、中小企業支援、食料・農業・農村等につい

て、法令の施行、改正がみられ、それに対応した計画の策定が行われている。 

○ 都市計画・開発 
本分野は「都市計画」「開発」の２つの細分野で構成される。各細分野の基本となる計画は「都

市計画マスタープラン」である。また、本市では、国家的プロジェクトである関西文化学術研究都

市、歴史公園の指定区域がある。人口減少、自然環境の評価の高まり、住環境への意識の向上、中

心市街地の衰退などにより、都市計画をはじめ、建築基準、宅地造成等の規制、住生活等について、

法令の施行、改正がみられ、それに対応した計画策定が行われている。 

○ 教 育 
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本分野の基本となる計画は「教育ビジョン」である。生きる力、ゆとり教育の見直し、食育など

に関する関心が高まり、学校教育をはじめ、社会教育、環境教育、食育等について、法令の施行、

改正がみられ、それに対応した計画策定が行われている。 

○ 人権・男女共同参画 
本分野の基本となる計画は「人権文化推進計画」である。市民参画、基本的人権、男女共同など

に関する関心が高まるとともに、情報技術の進展などにより、男女共同参画社会、高度情報通信ネ

ットワーク社会、個人情報の保護、行政手続き等について、法令の施行、改正がみられ、それに対

応した計画策定が行われている。 

○ 財政・行財政 
本分野は「財政」「行財政」の２つの細分野で構成される。各細分野の基本となる計画は「行財

政改革大綱」である。地方分権の進展、平成の大合併、地域再生の必要性などに関する関心が高ま

り、地方分権の推進、地方自治、地域再生等について、法令の施行、改正がみられ、それに対応し

た計画策定が行われている。 
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３．分野別計画の内容の整理 
 

総合的分野では、「国土形成計画」については、計画期間は平成 20 年から概ね 10 年間で、次期総合

計画との関連性は大きい。位置づけ等で特に本市の位置づけでは、策定中の広域地方計画との関係性が

強くなる。 

また、「やまと２１世紀ビジョン」については、計画期間は平成 18 年から 35 年までで、次期総合計

画の計画期間を含み関連性は大きい。位置づけ等で特に本市の位置づけは、奈良の「ふるさと」像をと

りまとめたなかの「まちなか」に位置づけされると考えられる。そのイメージは、日常の移動手段が確

保され、人が行きかい、まちは活気にあふれ、また、ライフスタイルに応じて住まいを選ぶことができ

るなど、安心で快適に暮らせるまちづくりが進められている。 

さらに、「新市建設計画」は奈良市の総合計画を基本に、月ヶ瀬村及び都祁村の総合計画等を継承し

た計画で、計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 26 年である。 

 

一方、各分野別計画は、計画期間では、市としての最上位の計画としての位置づけである中で、総合

計画との整合性はあまりみられないが、位置づけ等では、整合性を記述している計画もある。 

主な分野別について整理すると次のとおりである。 

 

○ 安心安全・防災・消防 
・「奈良市地域防災計画」は、昭和 39年策定で、計画期間は明記されていない。 

・「奈良市耐震改修促進計画」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 27 年度である。 

○ 福 祉 
・各計画の計画期間は、総合計画と概ね合致しており、「奈良市地域福祉計画」「奈良市障がい者

福祉基本計画」では、位置づけとして第３次総合計画との整合性等を記述している。 

○ 健康・保健・食品衛生 
・「奈良市 21 健康づくり」の計画期間は、総合計画と概ね合致している。 

○ 環境・景観・交通・ごみ 
・「奈良市環境基本計画」は、平成 21・22 年度に策定中であり、見直し時期は総合計画の計画期

間中にはない。 

・「奈良市生活排水処理基本計画」及び「奈良市水道事業中長期計画」の計画期間は、見直し時期

が総合計画の最終年度までないが、位置づけとして第３次総合計画との整合性の必要性を記述し

ている。 

・「奈良市都市景観形成基本計画」は平成 21 年度に策定済みであり、総合計画の最終年度まで見

直し時期はない。 

・「奈良市地域循環型社会形成推進地域計画」及び「第５期分別収集計画」の計画期間は、各々平

成 23、24年度までである。「奈良市一般廃棄物処理基本計画」は、平成 20 年度に策定済みであ

り、見直し時期が総合計画の中間年までないが、位置づけとして第３次総合計画との整合性の必

要性を記述している。 

○ 観光・商工 
・「新奈良ブランド開発計画」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 31 年度までであ

る。 

・「奈良市中心市街地活性化基本計画」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 23 年度

までである。 
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・「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平

成 28 年度までである。 

○ 都市計画・開発 
・「都市計画マスタープラン」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 23 年度までであ

る。位置づけとして第３次総合計画の実現に寄与する役割を記述している。 

○ 教 育 
・「中学校区別実施計画（案）」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 28 年度までで

ある。 

・「奈良市小中一貫教育基本計画」の計画期間は、見直し時期は総合計画の最終年度までない。 

○ 人権・男女共同参画 
・「奈良市男女共同参画計画実施計画」の見直し時期は、平成 23 年度で、計画期間は、次期総合

計画の計画期間内の平成 28 年までである。 

○ 財政・行財政 
・「奈良市行財政改革大綱」の計画期間は、次期総合計画の計画期間内の平成 25 年度までである。 

 



計画の名称 県の計画 国の計画 担当省庁

奈良市第3次総合計画 やまと２１世紀ビジョン・実施計画 国土形成計画 国土交通省

新市建設計画 奈良県市町村合併 市町村合併支援プラン 国土交通省

安心・安全 奈良市安全安心まちづくり基本計画 国土交通省

奈良市地域防災計画 奈良県地域防災計画 防災基本計画 内閣府

奈良市耐震改修促進計画 奈良県耐震促進計画 都道府県耐震改修促進計画 国土交通省

奈良市国民保護計画 奈良県国民保護計画 消防庁国民保護計画 総務省消防庁

防災

分野
※国の計画・県の計画のうち、確認できなかったものについては記載していない。

表　　　上位計画・関連計画の体系

安全安心・
防災・消防

　　今後策定する予定の計画は斜字で表記

文化・文化
財

文化 奈良市文化振興計画 文化庁

奈良市地域福祉計画 地域福祉計画 地域福祉計画

新 結婚ワクワクこどもすくすく
Plan

奈良県次世代育成支援行動計画

老人保健福祉計画及び第3期介護
保険事業計画

高齢者福祉計画・介護保険事業
支援計画

奈良市障害福祉計画

奈良市21健康づくり 健康なら２１計画 健康日本２１ 厚生労働省

奈良市食育推進計画 奈良県食育推進計画 食育推進基本計画 内閣府

食品衛生 奈良市食品監視指導計画 厚生労働省

福祉

障害者福祉

次世代育成支援対策奈良市次世代育成支援行動計画

福祉

健康

健康・保健・
食品衛生

奈良市障がい者福祉基本計画

厚生労働省

奈良県障害福祉計画

奈良市環境基本計画 新奈良県環境総合計画 環境基本計画

地球温暖化対策実行計画

奈良市生活排水処理基本計画 生活排水処理基本計画

奈良市水道事業中長期計画 水道ビジョン・地域水道ビジョン 厚生労働省

奈良市都市景観形成基本計画

（仮称）奈良市景観計画

奈良市街路景観美化整備計画

（仮称）奈良市眺望景観保全計画

緑の基本計画 緑の基本計画

第５期分別収集計画 第２次 奈良県廃棄物処理計画 循環型社会形成推進基本計画

奈良県交通安全計画 交通安全対策

奈良県景観計画 景観計画

国土交通省

内閣府

奈良県汚水処理総合基本構想

環境・景観・
交通・ごみ

景観

交通 奈良市交通安全計画

奈良市公共下水道事業計画

環境

国土交通省

環境省

奈良市一般廃棄物処理基本計画 奈良県一般廃棄物処理基本計画 一般廃棄物処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

奈良市地域循環型社会形成推進地
域計画

災害廃棄物処理計画

新奈良ブランド開発計画

観光交流推進計画

奈良市中心市街地活性化基本計画 中心市街地商業活性化事業 中心市街地活性化基本計画 内閣府

農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本構想

農業経営基盤の強化の促進に関
する基本方針

農林水産省

商工等

環境省

奈良県廃棄物処理計画

ゴミ

観光

観光・商工

循環型社会形成推進基本計画

観光庁
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計画の名称 県の計画 国の計画 担当省庁分野
※国の計画・県の計画のうち、確認できなかったものについては記載していない。

表　　　上位計画・関連計画の体系
　　今後策定する予定の計画は斜字で表記

緑の基本計画（再掲） 緑の基本計画

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園
平城宮跡区域　基本計画

特別史跡平城宮跡保存整備基本
構想計画

文化庁

関西文化学術研究都市建設計画 関西文化学術研究都市 国土交通省

　奈良市教育ビジョン 文部科学省

国土交通省都市計画
都市計画マスタープラン 都市計画区域マスタープラン 都市計画

開発

都市計画・
開発

　奈良市教育ビジョン 文部科学省

奈良市小中一貫教育基本計画 内閣府

奈良市学校規模適正化実施方針
中学校区別実施計画（案）

文部科学省

奈良市子ども読書活動推進計画 奈良県子ども読書活動推進計画 文部科学省

奈良市人権文化推進計画 人権教育のための国連１０年

よりそい高めあうために
～奈良市人権教育推進についての
指針～

奈良市DV防止及び被害者支援基
本計画

奈良県配偶者からの暴力防止及
び被害者支援基本計画

財政・行財
政

行財政
奈良市行財政改革大綱
奈良市行財政改革実施計画

奈良県行財政改革大網
行財政改革実施計画

内閣府

人権・男女
共同参画

教育

なら男女ＧＥＮＫＩプラン
男女共同参

画

教育

奈良市男女共同参画計画実施計画

人権 法務省

内閣府男女共同参画基本計画
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策定期間

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

国土形成計画 国土形成計画法

国土形成計画法に基づき、今後概ね１０ヶ年間における国土づくりの方向性を示す計画とし
て、国土形成計画（全国計画）が閣議決定した。本計画は、新しい国土像として、多様な広域プ
ログラムが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮らしやすい国土の形成を図る
こととし、その実現のための戦略的目標、各分野別施策の基本的方向等を定めるものである。
今度、各広域ブロックでは、国、地方公共団体、経済団体等で組織される広域地方計画協議
会において、本計画を基本とした広域地方計画の策定へ向けて本格的な議論が行われること
となる。

やまと２１世紀ビジョン・実施計画

これからの社会のあり方を根底から変化させる「人口減少」や「地球温暖化」、「科学技術の急
速な進歩」などの大きな潮流を前に、県民と共有する道しるべとして取りまとめた奈良の将来
像である。本市は、将来ビジョンとあわせて、都市や農山村の未来の姿をイメージした、奈良の
「ふるさと」像をとりまとめたなかの「まちなか」に位置づけされると考えられる。日常の移動手
段が確保され、人が行きかい、まちは活気にあふれている。また、ライフスタイルに応じて住ま
いを選ぶことができるなど、安心で快適に暮らせるまちづくりが進められている。

新市建設計画 合併新法
奈良市の総合計画を基本に、月ヶ瀬村及び都祁村の総合計画等を継承しつつ、奈良市、月ヶ瀬村及
び都祁村の合併後の速やかな一体化を促進し、住民福祉の向上と地域の発展を図る具体的なまちづ
くりの方向を示すため、市町村の合併の特例に関する法律第５条の規定に基づき作成

奈良市地域防災計画 災害対策基本法

この計画は、「災害対策基本法（ 昭和3 6年法律第 2 2 3号） 第42条」及び「奈良市防災会議条例（ 昭
和3 8年条例第1 7号） 」に基づき奈良市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から守るた
め、市の処理すべき事務又は業務を中心に関係機関等の協力を得て、総合的な災害予防、災害応急
対策及び災害復旧の諸活動を円滑に実施し、もって防災の万全を期すことを目的とする

市の総合計画である「奈良市第３次総合計画」をふまえるとともに、災害対策基本法（昭和36 年法律
第223 号）に基づき防災に係る総合的な運営を計画化した「奈良市地域防災計画」等との整合を図り

位置づけ等

計画期間

根拠法令

表　　　　上位計画・関連計画の整理

安全安
心・防災・ 防災

計画

次期総合計画期間計画の名称
分野 細分野

昭和３９年５月から

現況計画 次期計画

やまと２１世紀ビジョン
やまと２１世紀ビジョン実施計

奈良市耐震改修促進計画 建築物の耐震改修の促進に関する法律

第223 号）に基づき防災に係る総合的な運営を計画化した「奈良市地域防災計画」等との整合を図り
つつ、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7 年法律第123 号。以下、「耐震改修促進法」とい
う。）第5 条の規定に基づく、奈良市の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための
計画（以下、「奈良市耐震改修促進計画」という。）を定める。なお、奈良市耐震改修促進計画（以下、
「本促進計画」という。）は、平成18 年1 月26 日に改正施行された耐震改修促進法第5 条第7 項に基
づき、国の基本方針（平成17 年3 月）及び奈良県耐震改修促進計画（平成19 年3 月）を勘案する。

奈良市地域福祉計画 社会福祉法第107条
奈良市の第３次総合計画で地域福祉の推進をめざしている。保健福祉推進に共通する理念や施策展
開の方向性を示すことで、福祉分野の個別計画推進の指針となることをめざしている

奈良市次世代育成支援行動計画（前期
計画）

次世代育成支援対策推進法
「奈良市児童育成計画」に基づき、これまで進めてきた保育サービス等、子育て支援の取り組みをより
一層具体的な目標の下に進めるとともに、更に発展した新たな計画として策定

老人保健福祉計画及び第3期介護保険
事業計画

老人福祉法、老人保健法、介護保険法
高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本として、持続可能なシステムづくりをめざし、間近にせまる
超高齢社会に対応するため、策定。「高齢者とともに歩むまち奈良」宣言にうたわれた、「老いも若きも
幼きも、とともに手をとりあうまち」の実現に向けて取り組む

奈良市障がい者福祉基本計画 障害者基本法第９条第３項
奈良市の第３次総合計画に沿って、障害者福祉に関する国際的な動向やわが国の動向を踏まえて策
定。関連する諸計画との連携をとり、基本目標とそれを実現するための施策目標を定めている

奈良市障害福祉計画（第１期）
※奈良市障がい者福祉基本計画とあわ
せて1つの冊子になっている

障害者自立支援法第８８条

健康・保
険・食品
衛生

健康 奈良市21健康づくり 健康増進法

市民が健康に暮らせるために乳幼児から高齢者まで、生涯を通じた健康づくりの取り組むべき方向を
示した計画を策定した。市民一人ひとりの主体的な健康づくりへの取り組みを、関係機関と行政が連携
して社会全体で支援し、健康で明るく元気に生活できるまちづくりを進めている

環境 奈良市環境基本計画 環境基本法・奈良市環境基本条例
将来世代への継承を考慮した環境像の提示、新しい環境課題への取り組み、参加主体の役割と連携
への配慮、組織横断的な取り組みの展開、計画の実効性と継続性の重視

奈良市生活排水処理基本計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6 条第1 項の規定に基づく「一般廃棄物処理計
画」のうち、中長期の計画的な生活排水処理の推進を図るための基本方針を示す「生活排水処理基本
計画」としての位置付けを有するものである。また、本市が「地方自治法」に基づき策定する「基本構
想」「基本計画」等の総合計画は本計画の上位計画として位置付けられ、できる限りそれらの計画と整
合が図られていなくてはならない。

奈良市公共下水道事業計画 下水道法
平成１３年度の市街化区域の変更（平成１３年５月）に伴ない、人口及び人口密度並びにこれらの根拠
等について当該流域関連公共下水道計画の見直しを行い、公共下水道事業計画を策定した

心・防災・
消防

防災

福祉

環境

福祉
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策定期間

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
位置づけ等

計画期間

根拠法令

表　　　　上位計画・関連計画の整理
計画

次期総合計画期間計画の名称
分野 細分野

現況計画 次期計画

環境 奈良市水道事業中長期計画
「水道ビジョン」及び「地域水道ビジョン作成の手
引き」（厚生労働省・通知）

奈良市の第３次総合計画との整合性をとりながら、水道ビジョンに基づいた、現状分析に基づいて、目
標とそれに対する課題及び課題解決の道筋を明らかにする構想計画、地域水道ビジョンとして位置づ
けている

景観 奈良市都市景観形成基本計画 （景観法）

都市景観形成基本計画は、奈良市都市景観条例（平成２年奈良市条例第12号）第４条第１項に基づ
き、奈良のまちを一層愛着と親しみと誇りの持てる美しいものにするために策定。景観づくりの目標
は、「豊かな緑のなかに歴史と暮らしが交わるまち 奈良」～市民・事業者・行政がみんなで進める愛着
と誇りの持てる美しい奈良の景観づくり～である。

交通 第８次奈良市交通安全計画
交通安全対策基本法
（昭和４５年法律第１１０号）

本市の実態に即して構ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものであり、この計画に基づき
「市民が安全・安心、心豊かに暮らせるまちづくり」の実現に向けた効果的な諸施策を実施するもの

奈良市地域循環型社会形成推進地域
計画

循環型社会形成推進交付金交付要綱
「ごみの発生・排出を減らす」「市民・事業者の力で資源の循環を生み出す」「不適正なごみの排出を防
止する」「ごみの再生資源を適正に処理する」である。

第５期分別収集計画
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進するとともに、もって、廃棄物の減量や最終処分場
の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。リサイクルより優先
されるべき発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）の更なる推進を図り、環境負荷が低減された循
環型社会への転換を目指す。 市民、事業者及び行政が適切な役割分担のもと一体となって、容器包
装廃棄物の３Ｒの一層の推進を図る。

奈良市一般廃棄物処理基本計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

2002年(平成14年)３月に策定した「奈良市一般廃棄物処理基本計画」を、その後の法制度の整備や社
会経済動向、１市２村の合併、市の廃棄物行政の方向性の確定などに合わせて見直し、今後10年間
のごみ減量化やごみ処理施策の総合的・計画的な推進の基本となる新たな一般廃棄物処理基本計画
を策定。上位計画である「奈良市第３次総合計画－後期計画」のごみ分野の部門計画、「奈良市環境

環境・景
観・交通・
ゴミ

平成４３年３月まで

奈良市一般廃棄物処理基本計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 を策定。上位計画である「奈良市第３次総合計画－後期計画」のごみ分野の部門計画、「奈良市環境
基本計画」、奈良県の関連計画を踏まえ、循環型社会形成推進基本法、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等と整合を保ちつつ、循環型社会の基盤となるごみの発生抑制、リサイクル、ごみ処理に携
わる行政分野全般に係る基本方向を定めるもの

一般廃棄物処理実施計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

奈良市環境基本計画 環境基本法・奈良市環境基本条例
将来世代への継承を考慮した環境像の提示、新しい環境課題への取り組み、参加主体の役割と連携
への配慮、組織横断的な取り組みの展開、計画の実効性と継続性の重視

観光 新奈良ブランド開発計画 ―

次世代が夢と誇りを持ち、躍動する国際文化観光都市・奈良の活力化を図るため、観光客誘致等を積
極的に推進することとし、それがための基本的な方向並びに具体的な戦略策定を図るため、「奈良市
地域ブランド向上３ヶ年計画」を策定。基本コンセプトは「なら旅の創造-見る観光から感じる観光へ深
まりの旅を創る-」

奈良市中心市街地活性化基本計画 中心市街地活性化法

基本テーマは、「歴史とロマンに抱かれたまほろばの都 奈良」、基本方針１は、歴史や文化のかおりが
漂うまちで、1300 年という長きに渡り受け継がれてきた、奈良市の貴重な歴史・文化資源は、全国ある
いは世界の財産でもある。これらの資源を最大限に活用し、奈良ならではの魅力を体感できる、また訪
れたいと思える魅力あるまちづくりを行う。基本方針２は、歩いて楽しく過ごせるにぎわいあふれるまち
で、県都奈良市の顔としてふさわしい、広域からの来街者や地域住民など、あらゆる人々が安心して
買い物やまち歩きなどを楽しめる都市空間の整備により、にぎわいのある、歩いて楽しいまちづくりを
行う。

農業経営基盤の強化の促進に関する
基本構想

農業経営基盤強化促進法
高収益性の作目、作型を担い手中心に導入して、地域として産地化を図ることとする。地域複合経営と
しての農業発展を目指す。農業振興地域整備計画に即し、農村地域の秩序ある土地利用の確保に努
める。

都市計画 都市計画マスタープラン（９冊組） 　都市計画法

全体構想とは、奈良市総合計画に定められたまちづくりの基本理念、都市の将来像の実現を図るた
め、都市づくりの目標や都市の将来像の骨組みとなるめざすべき都市構造等を明らかにし、個々具体
の都市計画の基本的な目標とするもの。奈良市都市計画マスタープランは、市のまちづくりの基本理
念である「世界遺産をはじめとする歴史的文化遺産をまちづくりの核とし、人と自然と文化を大切にす
るまちづくり」と、その都市の将来像である「世界遺産に学び、ともに歩むまち－なら」の実現を、都市計
画の視点から図っていくことを目標としている。日本の「文化首都」として、また関西文化学術研究都市
の母都市として、都市機能と拠点性を高めていくことにより、将来発展を図る。トータエルコンセプトは、
「新平城京の創造」

観光・商
工

ゴミ

商工
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策定期間

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
位置づけ等

計画期間

根拠法令

表　　　　上位計画・関連計画の整理
計画

次期総合計画期間計画の名称
分野 細分野

現況計画 次期計画

関西文化学術研究都市建設計画 関西文化学術研究都市建設促進法

関西文化学術研究都市の建設は、関西文化学術研究都市建設促進法（昭和６２年法律第７２
号）に基づき、近畿圏において培われた豊かな文化・学術・研究の蓄積を活かし、創造的、か
つ国際的、学際的、業際的な文化・学術・研究の新たな展開の拠点づくりを目指すものであり、
産・学・官の協力を基調とし、民間活力を最大限に活用して都市の建設をすすめ、産・学・官の
連携を強化するとともに、文化・学術・研究における国際的、学際的、業際的な交流を推進し、
近畿圏はもとより、我が国及び世界の発展に大きく寄与する国家プロジェクトである。

国営飛鳥・平城京跡歴史公園　平城
京跡区域　基本計画

世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つである特別史跡平城宮跡（奈良県奈良市）
について、その一層の保存・活用を目的に、平成２０年度に国営公園として事業着手されたこ
とを受け、長期的な整備・管理を進めていく上で踏まえるべき基本的な内容を定める。なお、国
営公園の周辺について、一つの都市計画公園として、奈良県を中心とした地元が国営公園と
連携した整備を進めることとしており、本計画はこれら区域全体が対象である。本計画は、文
化庁が策定した「特別史跡平城宮跡保存整備基本構想」の基本方針及び「特別史跡平城宮跡
保存整備基本構想推進計画」を踏まえつつ、公園整備に当たって、古都奈良の歴史的・文化
的景観の中で、平城宮跡の保存と活用を通じて”奈良時代を今に感じる”空間を創出するもの
である。

ＪＲ奈良駅付近連続立体交差事業 ―
人々が集い、文化性に満ちた賑わいと活力のある玄関とするための「空間づくり」に取り組み、「暮らし
づくり」の舞台を創出する

京奈和自動車道（大和北道路）のお知
らせ

― 　

奈良市学校規模適正化実施方針 ―
奈良市では学校・園の幼児、児童及び生徒の多様な教育活動の可能性が広がる学校教育環境を目
指している。

開発

都市計
画・開発

指している。

中学校区別実施計画（案） ―
奈良市では学校・園の幼児、児童及び生徒の多様な教育活動の可能性が広がる学校教育環境を目
指している。

奈良市小中一貫教育基本計画
無（内閣府から「世界遺産に学び、ともに歩むま
ち-なら」小中一貫教育特区として認定される）

奈良市は、田原小学校の成果を市全体に広げ、９年間の連続した学びの中で、確かな学力と豊かな人
間性の育成を図ることを目標に、平成２０年度には市内東部、中部、西部に２校ずつパイロット校を設
置し、一体型や連携型などいろいろな形の小中一貫教育を推進すると共に、奈良市の教育の柱のひと
つと位置づけ、学力向上や様々な教育問題の解決につながる取組と考えている

小中一貫教育
（リーフレット「奈良市における小中一貫
教育の展開」）

無（内閣府から「世界遺産に学び、ともに歩むま
ち-なら」小中一貫教育特区として認定される）

奈良市では、小中一貫教育の新しいパイロット（先導）校を設置するにあたって、大きく「一体型」と「連
携型」の２種類の方法で実施し、この３年間の実践の中で、さまざまな成果をあげることができ、今後は
新しいパイロット校を設置して、この成果を奈良市全域に広げ、奈良市の小中一貫教育をさらに充実し
発展させていきたいと考えている

奈良市男女共同参画計画実施計画 奈良市男女共同参画推進条例
奈良市の第３次総合計画との整合性を図りつつ、男女共同参画社会の実現に向けた本市の基本的な
取組の方向とその施策を示す

よりそい高めあうために
～奈良市人権教育推進についての指針
～

（人権保護法）
日本国憲法、教育基本法、児童の権利に関する条約等の精神に則り、人間尊重の精神を理解し、身
につけ、行動できるよう多様な学習機会や効果的な手法を推進すると共に、市民一人一人が自ら課題
として捉え、互いによりそい高めあいその結果に向けて取り組んで行くための方向性を示す

奈良市行財政改革大綱 ―

年度に策定した行財政改革大綱を一部改訂し、地方分権時代にふさわしい、自らの発想で独自の市
政を市民と協働して発展させていくため、定型化しがちな業務の見直しと改善を図り、組織や制度の改
革を検討し、行政経営の効率化を図るために中長期的な方向付けを明らかにすることにより、さらなる
行財政改革に取り組む

奈良市行財政改革実施計画 ―

定員適正化計画 ― 一般行政、特別行政、公営企業等会計の３部門

奈良市特定事業主行動計画 次世代育成支援対策推進法 奈良市の職員を対象に策定

財政・行
財政

行財政

教育教育

男女共同
参画

人権・男
女共同参
画
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